
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年11月16日

【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株

式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　髙村孝

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

【事務連絡者氏名】 中川　祐子

【電話番号】 03-4530-7409

【届出の対象とした募集（売

出）内国投資信託受益証券に

係るファンドの名称】

ステート・ストリートＵＳハイ・イールド債券オープン

【届出の対象とした募集（売

出）内国投資信託受益証券の

金額】

5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成29年11月21日をもって提出した有価証券届出書（平成30年5月18日付及び平成30年10月10日付で

提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載事項に
ついて、信託契約を解約し、信託を終了することに伴ない、訂正すべき事項がありますので、関係事項
を下記のとおり訂正するものであります。
 
２【訂正の内容】
原届出書の「第一部　証券情報　（７）　申込期間」、第一部　証券情報　（１２）　その他」およ

び「第二部　ファンド情報　第２　管理及び運営　３　資産管理等の概要　（３）　信託期間」につ
き、信託契約の解約（繰上償還）に関する記載を追記することとし、以下に記載した箇所を、＜訂正前
＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。
下線部　　　は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
 
（７）【申込期間】
 
＜訂正前＞

2017年11月22日から2018年 11月20日まで
*

※　当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
＊　信託契約の解約（繰上償還）にかかる書面決議の結果、2018年11月30日をもって信託を終了するこ

ととなった場合には、申込期間は2018年11月16日までとします。
 
＜訂正後＞
2017年11月22日から2018年11月16日まで
 
（１２）【その他】
 
＜訂正前＞
①申込証拠金

該当事項はありません。
②本邦以外の地域での発行

該当事項はありません。
③振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
 
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

 
④　信託契約の解約（繰上償還）の予定について
当ファンドは、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）するための手続きを行います。
 
１．信託終了（繰上償還）を行う理由
当ファンドは2011年９月15日に設定し、ファンド・オブ・ファンズ方式により主として米ドル建て外

国投資信託「SPDR（スパイダー）ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF」受益証券

への投資を通じて､中長期的にブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド・
インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行ってきました。
しかしながら、当ファンドは純資産総額の減少が続いており、受益権口数が信託約款に定める信託を

終了させることができる口数（10億口）を下回る状態となっています。

このような状況を踏まえ、このまま運用を継続するよりも信託契約を解約することが受益者にとって
有利と判断し、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了するものです。
 
２．信託終了の日程

書面決議の対象受益者の確定日 2018年10月10日
書面による議決権の行使の期限 2018年11月12日まで

書面決議の日 2018年11月14日
信託終了（繰上償還）日（予定） 2018年11月30日

 
３．書面による決議（書面決議）について
当該信託終了については、2018年10月10日現在の受益者に対して、書面決議にて賛否を問う方法によ

り行い、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数の賛成をもって可
決・実施されます。受益者の賛成が得られず書面決議において否決された場合には、当該信託終了は行
いません。なお、2018年10月9日以降のお申込みにより取得された受益権については、書面決議の手続

きの対象とはなりません。
また、書面決議の結果、2018年11月30日に信託を終了（繰上償還）する場合、2018年11月17日以降の

取得のお申込み分より、受付けを中止いたします。
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＜訂正後＞
①申込証拠金

該当事項はありません。
②本邦以外の地域での発行

該当事項はありません。
③振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の

振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
 
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

 
④　信託契約の解約（繰上償還）について
当ファンドにつきましては、2018年10月11日付の書面にて受益者の皆さまへ信託契約の解約（繰上償

還）に関するお知らせを行い、2018年11月12日まで受益者の皆さまからの議決権行使を受け付けまし

た。この結果、書面決議において、基準日である2018年10月10日時点での受益者の議決権の3分の2以上

の賛成が得られましたので、2018年11月30日に信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させていた

だきます。
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第二部【ファンド情報】
 
第２【管理及び運営】
 
３【資産管理等の概要】
 
（３）【信託期間】
 
＜訂正前＞
当ファンドの信託期間は原則として無期限ですが､後記(5)の1）2）3）5）の理由により信託を終了させ

る場合があります｡
*

 ＊信託契約の解約（繰上償還）にかかる書面決議の結果、2018年11月30日をもって信託を終了すること

となった場合には、信託期間は2018年11月30日までとします。
 
＜訂正後＞
当ファンドの信託期間は2018年11月30日までです。
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